
環境局発注の物品供給等契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）

No. 案件名称 契約の種類 契約の相手方
契約金額
(円）税込

契約日 WTO 随意契約理由 備考

1
舞洲工場破砕設備粗大ごみ汚水槽上部排気
ファン緊急修繕

産業用機器 日立造船㈱ 1,890,000 平成25年1月9日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの
緊急の必要によるもの

2 大正工場２号じん芥クレーン横行減速機修繕 産業用機器 日立造船㈱ 1,396,500 平成25年1月24日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの

3 舞洲工場1号炉3次過熱器管緊急修繕 産業用機器 日立造船㈱ 1,321,950 平成25年1月28日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの
緊急の必要によるもの

4
大正工場破砕施設剪断式破砕機刃物修繕
（その３）

産業用機器 ㈱タクマ 1,932,000 平成25年1月30日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの

5 舞洲工場灰積出ホッパー修繕 産業用機器 日立造船㈱ 1,591,800 平成25年2月5日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの

6 鶴見工場加熱脱塩素化処理設備修繕外４点 産業用機器 日立造船㈱ 1,890,000 平成25年2月18日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの

7 鶴見工場搬入物検査設備修繕 産業用機器 ㈱タクマ 1,081,500 平成25年2月19日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの

8
舞洲工場破砕設備粗大ごみ汚水槽上部給排
気ファン点検台修繕

産業用機器 日立造船㈱ 1,921,500 平成25年3月4日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの

9 鶴見工場Ｎｏ．５ごみ投入扉外修繕 産業用機器 日立造船㈱ 1,470,000 平成25年3月12日 －
その性質又は目的が

競争入札に適しないもの



随 意 契 約 理 由 書 
 
 

１  案件名称  
舞洲工場破砕設備粗大ごみ汚水槽上部排気ファン緊急修繕  

 
 
２  契約相手方  

日立造船 (株 )  
 
 
３  随意契約理由  

本修繕は、当破砕設備給排気装置のうち、粗大ごみ汚水槽上部排気ファンが停止

し、ごみ汚水槽自体の排気が不可能に陥ったため修繕を行うものである。本給排気

装置が停止になればごみ汚水槽の清掃及び点検のため立入りが出来ない等、業務上

並びに労働安全衛生上、支障をきたす。ひいては、本市のごみ処理事業の円滑な遂

行に支障をきたす恐れがあることから緊急的な対応が必要なものである。  
当破砕設備の給排気装置は日立造船 (株 )が独自の技術により一括責任にて設計施

工したものであり、本修繕については、当破砕設備の給排気装置が有する特質を理

論的・経験的に十分把握した上で行わなければならない。  
このような条件を満たすためには、当破砕設備の給排気装置を設計・施工した会

社以外では、本修繕に対して整備技術の対応が不可能であり、既設設備と密接不可

分の関係から既存設備の使用に著しい支障をきたす恐れがあること、また、修繕後

の給排気装置全体の性能、作動状態などについて保証することができないことから、

本修繕に対して一貫した責任を持たせることができる業者は日立造船 (株 )のみであ

る。  
 
 

４  根拠法令  
    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び５号  

 
 

５  担当部署  
    環境局舞洲工場  （電話番号０６－６４６３－４１５３）  
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随 意 契 約 理 由 書 
 
 

１  案件名称  
舞洲工場灰積出ホッパー修繕  

 
 
２  契約相手方  

日立造船㈱  
 
 
３  随意契約理由  

当工場の焼却設備は、日立造船（株）が独自の技術により一括責任にて設計・施

工したものであり、本修繕については、廃棄物処理設備が有する特質を理論的、経

験的に十分把握した上で行わなければならない。  

このような条件を満たすためには、当工場の焼却・破砕設備を設計・施工した  
会社以外では、本修繕に対して整備技術の対応が不可能であり、既設設備と密接  
不可分の関係から既存設備の使用に著しい支障をきたす恐れがあること、また、  
整備後の焼却炉の設備全体の性能、作動状態などについて保証することができない

ことから、本修繕に対して一貫した責任を持たせることができる業者は日立造船株

式会社のみである。  
 
 

４  根拠法令  
    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号  

 
 

５  担当部署  
    環境局舞洲工場  （電話番号０６－６４６３－４１５３）  
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随意契約理由書 

 
１ 案件名称 
    鶴見工場加熱脱塩素化処理設備修繕外４点 
 
 
２ 契約の相手方 

日立造船（株） 
 
 
３ 随意契約理由 

 当工場の焼却設備は日立造船（株）が独自の技術により一括責任にて設計・施工

したものであり、本修繕については、廃棄物処理設備が有する特質を理論的・経験

的に十分把握した上で行わなければならない。 
このような条件を満たすためには、当工場の焼却設備を設計・施工した会社以外

では、本修繕に対して整備技術の対応が不可能であり、既設設備と密接不可分の関

係から既存設備の使用に著しい支障をきたす恐れがある。また、整備後の設備全体

の性能、作動状態などについて保証することが出来ないことから、本修繕に対して

一貫した責任を持たせることができる業者は日立造船（株）のみである。 
 
 
４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第２号 
 
 
５ 担当部署 

環境局鶴見工場 （電話番号 ０６－６９１２－４７００） 
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随 意 契 約 理 由 書 
 
 

１  案件名称  
舞洲工場破砕設備粗大ごみ汚水槽上部給排気ファン点検台修繕  

 
 
２  契約相手方  

日立造船 (株 )  
 
 
３  随意契約理由  

本修繕は、当破砕設備給排気装置のうち、粗大ごみ汚水槽上部給排気ファンの点

検台の修繕を行うものである。本点検台は給排気装置の一部であり、日立造船 (株 )
が独自の技術により一括責任にて設計施工したものである。本点検台の修繕につい

ては、当破砕設備の給排気装置が有する特質を理論的・経験的に十分把握した上で

行わなければならない。  
このような条件を満たすためには、当破砕設備の給排気装置全体を設計・施工し

た会社以外では、本修繕に対して整備技術の対応が不可能であり、既設設備と密接

不可分の関係から既存設備の使用に著しい支障をきたす恐れがあること、また、修

繕後の給排気装置全体の性能、作動状態などについて保証することができないこと

から、本修繕に対して一貫した責任を持たせることができる業者は日立造船 (株 )の
みである。  

 
 

４  根拠法令  
    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号  

 
５  担当部署  
    環境局舞洲工場  （電話番号０６－６４６３－４１５３）  
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随 意 契 約 理 由 書 

 
１ 案件名称 
    鶴見工場Ｎｏ．５ごみ投入扉外修繕 
 
 
２ 契約の相手方 

日立造船（株） 
 
 
３ 随意契約理由 

 本修繕は、当工場Ｎｏ．5 投入扉下部軸受が破損し開閉不可能であること及び

Ｎｏ．1 養生コンベアのヘッドスクレパー取替修繕を行うものである。 
当工場の焼却設備は日立造船（株）が独自の技術により一括責任にて設計・施

工したものであり、本修繕については、廃棄物処理設備が有する特質を理論的・

経験的に十分把握した上で行わなければならない。 
このような条件を満たすためには、当工場の焼却設備を設計・施工した会社以

外では、本修繕に対して整備技術の対応が不可能であり、既設設備と密接不可分

の関係から既存設備の使用に著しい支障をきたす恐れがある。また、修繕後の設

備全体の性能、作動状態などについて保証することが出来ないことから、本修繕

に対して一貫した責任を持たせることができる業者は日立造船（株）のみである。 
 
 
４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第２号 
 
 
５ 担当部署 

環境局鶴見工場 （電話番号 ０６－６９１２－４７００） 
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